
自立支援医療制度（精神通院）について 
（令和８年７月～令和９年６月申請用） 

精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費（薬剤費も含みます）の自己負担の一部を、公費で負担

する制度です。自己負担分は原則１割となり、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けら

れることがあります。 

【申請に必要な書類】 

① 申請書 （障がい福祉課にあります） 

※病院や薬局名等を記入するところがありますので、利用される医療機関名、所在地、電話番号のわかるものを 

ご用意ください。 

② 診断書 （障がい福祉課にあります） 

注）申請手続きの日より３か月以内に作成された診断書をお持ちください。 

・自立支援医療（精神通院）のみ申請の場合、「自立支援医療（精神通院医療）用診断書」で申請となります。 

・精神保健福祉手帳と同時に申請される場合、「精神障害者保健福祉手帳用診断書」で申請となります。 

※次の Ａ 又は Ｂ にあてはまる方は不要です。 

Ａ 受給者証に「医療用（１年目）」又は「手帳用（１年目）」と記載があり、有効期間が終了していないもの 

Ｂ 受給者証に「手帳で新規」と記載があり、受給者証の有効期間と精神保健福祉手帳の更新日が一致しないもの 

③ 申請者の健康保険の資格情報がわかるもの （下記のいずれかをお願いします） 

※申請者が被保険者以外の場合、被保険者がどなたか分かるものの写しをご提出ください。 

※「国民健康保険」及び「後期高齢者医療保険」の場合、加入者全員分の写しが必要です。 

・「マイナ保険証」を窓口に持参される場合 ※４桁の暗証番号が必要です。 

・「マイナポータル」画面を印刷したものを提出される場合 （マイナポータルの「健康保険証」画面） 

・「資格確認書」、「資格情報通知書」等の写し 

・「生活保護受給証明書」の写し 

※習志野市以外で生活保護を受給している方（本市で生活保護の受給状況が確認できないため） 

④ 自立支援医療受給者証（更新・変更の場合） 

【 医 療 機 関 の 変 更 】これから利用される医療機関名、所在地、電話番号のわかるもの 

【 加 入 健 康 保 険 の変 更 】新しい加入健康保険の資格情報が分かるものの写し ※上記③参照 

【 氏 名 、住 所 等 の変 更 】当課で確認出来ない場合は、戸籍など変更のわかるもの 

【保険世帯の所得状況の変更】当課で確認出来ない場合は、修正申告書など変更のわかるもの 

※病院や薬局等を利用される前に変更手続きが必要です。 

⑤ 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し 

※下記該当期間に障害年金、遺族年金等を受給されている方は、金額確認のためお持ちください。 

・申請日：7月～12月 →【対象： 前年の１年間】（例：令和 8年 12月申請→令和 7年 1月～12月分） 

・申請日：1月～ 6月 →【対象： 前々年の１年間】（例：令和 9年 1月申請→令和 7年 1月～12月分） 

⑥ 個人番号カード（マイナンバーカード） 

・または、「通知カード」＋「本人確認のための書類（運転免許証・障害者手帳・パスポート等）」 

・１８歳未満の方の保護者による申請の際は、本人と保護者の個人番号カード等が必要です。 

・受給者および受給者と同じ健康保険に加入している方で、基準日（※）に習志野市に住民登録のない方は、 

基準日（※）に住民登録していた居住地で「課税証明または非課税証明書」の取得が必要です。 

※申請日：7月～12月 → 【基準日：その年の１月１日】（例：令和 8年 12月申請→令和 8年 1月 1日） 

※申請日：1月～ 6月 → 【基準日：前年の１月１日】（例：令和 9年 1月申請→令和 8年 1月 1日） 

※裏面もご覧ください 



【更新、変更等の手続き等について】 

・１年ごとに更新手続きが必要です。 市からの更新のご案内は行っておりません。 

・更新の手続きは、有効期間が終了する３か月前からできます。 

・申請されてから、受給者証がお手元に届くまで２～３か月程かかります。 

・指定の医療機関のみ、制度の対象となります。（指定医療機関の確認は、障がい福祉課へお問い合わせください） 

・病院や薬局、加入健康保険、受給者証の内容に変更が生じた場合は、病院や薬局等を利用される前に変更手続

きが必要ですので、障がい福祉課へお越しください。 

・加入している健康保険の変更手続きの際、所得状況の変更（修正申告等）が確認された場合は、あわせて「自己

負担上限額」の変更手続きをします。 

・修正申告等により、令和７年中の所得が大きく減少した場合、変更申請により翌月からの「自己負担上限額」が減

額となる可能性がありますので、お問い合わせください。 

・千葉県外に転出（千葉市へ転出も含みます）した場合は、届出が必要です。 

【自己負担額について】 

１割負担です。 （  部分）所得に応じて負担の上限額があります。 

自己負担上限額がある方は、自立支援医療受給者証に記載してある指定医療機関のすべてを合算しますので、

「ちば・通院ノート」を受給者証、加入健康保険の資格情報がわかるものとあわせて医療機関にご提示ください。 
 

一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上 

生保 低１ 低２ 中間１ 中間２ 一定以上 

 

 

生活保護世帯 

市町村民税 

非課税世帯 

市町村民税 

非課税世帯 

市町村民税 

課税世帯 

市町村民税 

課税世帯 

市町村民税 

課税世帯 

【本人収入】 

８２万６千５百円 

以下 

【本人収入】 

８２万６千５百円

超 

【所得割】 

３万３千円未満 

【所得割】 

３万３千円以上 

２３万５千円未満 

【所得割】 

２３万５千円以上 

【負担上限額】 

０円 

【負担上限額】 

２，５００円 

【負担上限額】 

５，０００円 

【負担上限額】 

医療保険の自己負担上限額 

公費負担の対象外 

（医療保険の負担

割合、負担限度額） 

重度かつ継続の場合 ※ 

【負担上限額】 

５，０００円 

【負担上限額】 

１０，０００円 

【負担上限額】 

２０，０００円 

※中間１には、市民税均等割のみ課税の世帯も含みます。※収入には、障害年金、特別児童扶養手当、特別障害

者手当等も含みます。ただし、障害年金生活者支援給付金は含みません。 

※「低１」・「低２」の本人収入について、申請書には基準が ８０万９千円 となっていますが、令和７年の年収を用

いる令和８年７月より ８２万６千５百円 が基準となります。 

【重度かつ継続の対象範囲】 

１．精神通院医療 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）

などの方。または、３年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断

された方。 

２．医療保険の高額療養費で多数該当の方。 

 

＜手続きに関する問い合せ先＞ 

習志野市役所 障がい福祉課 給付係 

〒２７５－８６０１ 習志野市鷺沼２－１－１ 

電話 ０４７－４５３－９２０６ 


